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第 1 編 設計業務等標準積算基準 

（参 考 資 料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11月 12月 1月 2月 3月 備　考

10月 0 0 2 2 2

11月 0 0 2 2 2

12月 2 3 3 2

01月 4 4 2

02月 3 2

03月 0

外

業

開

始

日

履行期間終了日

(単位：％)冬 期 補 正 率

第1章 総 則 

第1 用語の定義 

⻘森県版の本基準書に対して、市販されている下記の図書を全国版という。 

設計業務等標準積算基準書 監修 国⼟交通省⼤⾂官房技術調査課 

発⾏ 一般財団法人経済調査会 設計業務等標準積算基準書（参考資料） 

(1) 積雪寒冷地における冬期屋外作業について降雪、低温に伴う作業の採暖時間の増加、

昼間時間の減少等による実作業時間の短縮に対して、冬期屋外作業の歩掛を補正する。10

月1⽇以降に入札し、履⾏期限が当該年度の3月31⽇までである業務委託で、11月1⽇か

ら3月31⽇までの履⾏期間が全履⾏期間の2分の1を越える測量及び地質調査業務委託等に

ついて補正の対象とする。

(2)歩掛の補正は，屋外作業（外業）に従事する作業員を対象に⾏うものとする。

(3)⻘森県全域の歩掛の補正は，期間別に次表の割増率を標準とする。

(4)設計変更等により履⾏期間に伸縮を⽣じた場合の補正率は、原則として当初設計の補正

率によるものとする。ただし、当初設計の補正率によることが著しく不適当な場合について

第2 積算基準 

青森県県土整備部が発注する設計業務等の積算基準は、全国版設計業務等標準積算基

準書、全国版設計業務等標準積算基準書（参考資料）及び設計業務等標準積算基準書

（青森県県土整備部）の他、掲載の無い業務については見積による。

　なお、設計業務等標準積算基準書、設計業務等標準積算基準書（参考資料）に

ついては、例年10月1日以降を適用日とする。

第3 冬期歩掛補正 

doboku002004
取り消し線

doboku002004
取り消し線



は、整備企画課と協議のうえ処理するものとする。 

(5)歩掛の補正は、直接人件費・賃⾦に対して補正するものとし、次式により冬期補正

直接人件費・賃⾦を算出し、積算するものとする。

冬期補正設計直接人件費・貸⾦＝基本設計直接人件費・賃⾦×(1⼗冬期補正率）

※屋外作業期間の設定について

屋外作業期間とは，発注される業務の中で屋外作業に要する期間である。なお、屋外

作業（外業）と屋外作業（内業）が交互に混在している場合は、最初の屋外作業（外

業）開始⽇から最後の屋外作業（外業）終了⽇までを外業期間とする。よって、外業期

間は、当初発注前に作業内容及び工程等を十分把握し経済的な屋外作業期間を設定しなけ

ればならない。

※労務費補正について

労務費の補正は、補正の対象となる外業期間の外業歩掛について補正する。

※労務費以外の補正について

旅費交通費及び履⾏期間については補正しない。

第4 旅費交通費 

全国版設計業務等標準積算基準書（参考資料）による。 

A 地区︓滞在費を計上しない地区 

B 地区︓滞在費を計上する地区 



第 2 章 設 計 業 務 

第 1   橋梁補修関係 

Ⅰ.適用範囲 

本資料は、橋梁補修関係業務の設計委託費用を積算する際に適用する。 

なお適用条件等詳細については各エ種の適用欄のとおりとする。 

Ⅱ.設計単価・歩掛 

・標準単価・歩掛は別紙のとおりとする。

・本基準は、汎用性の高い内容を標準としておりますので、適用条件に合わない場合、

高度な設計が必要、現場条件等により特記事項が必要な場合は、別途⾒積により対応するこ

と。

・打ち合わせ協議等の費用については別途計上することとし、基点は各地域整備部（鰺ヶ沢道

路河川事業所は鰺ヶ沢道路河川事業所とする）とする。

Ⅲ.その他原価・⼀般管理費等 

全国版設計業務等標準積算基準書の設計業務の率によるものとする。 

なお、委託内容によって諸経費率を低減する場合は、別途⾒積により対応すること。 



1 現地調査 １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
現地調査 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
劣化損傷図作成 3.00 4.00 7.00
調査結果取りまとめ 0.50 0.50 0.50 1.50

計 1.00 1.50 4.50 5.50
・対象橋梁の現地調査を行い、特記仕様書との整合性を目視により確認し、補修設計の資料を作成する。
・損傷図は、一般図等の資料がない場合や損傷図を作成する場合に計上する。
・複数の橋梁を調査する場合は橋梁数を乗じる。
・標準歩掛は対象橋長L=75mとし、他の橋長については橋梁予備設計の補正を適用する。
・上り線、下り線の場合、2橋とする。

2 上部工補修工法検討（設計計算を必要としない場合） １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.60 0.60
概略設計図 0.60 0.60 0.60 1.20 3.00
概算工事費 0.60 0.60 1.20
比較一覧表作成 0.60 1.20 1.80
照査 0.60 0.60 1.20
報告書作成 0.60 0.60 1.20

計 2.40 3.00 2.40 1.20
・上部工(主桁、床版)の補修工法の比較検討が必要な場合に計上する。
・鋼橋、コンクリート橋、共通とする。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

3 床版防水補修設計 １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50
設計図 1.00 1.00 2.00
数量計算 1.00 1.00
照査 0.50 0.50 1.00
報告書作成 1.00 1.00

計 3.00 2.50
・床版下面への漏水により上部工の劣化要因となっている場合に計上する。
・標準歩掛は対象橋長L=75mとし、他の橋長については橋梁予備設計の補正を適用する。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

4 伸縮装置補修設計（取替え、止水材設置） １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50
設計図 0.50 1.50 2.00
数量計算 0.50 1.00 1.50
照査 0.50 0.50 1.00
報告書作成 1.00 1.00

計 2.00 1.50 2.50
・伸縮装置部からの漏水、土砂堆積及び段差がみられ取替えが必要な場合に計上する。
・標準歩掛は３径間とし、他の径間については橋梁詳細設計（橋梁上部工）の補正を適用する。ただし、
　１径間の場合は２径間の補正に準ずる。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。
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計
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5 防護柵補修設計（再塗装、取替え、地覆打換え等） １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50
設計図 1.00 1.50 2.50
数量計算 0.50 1.50 2.00
照査 0.50 0.50 1.00
報告書作成 0.50 0.50

計 1.50 2.00 3.00
・防護柵・高欄部の錆､腐食､損傷により、再塗装及び取替えが必要な場合に計上する。
・防護柵・地覆の構造変更に伴い上部工(床版含む)の設計計算が必要な場合は別途計上とする。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

6 排水装置補修設計 １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.60 0.60
設計図 0.60 0.60 0.60 1.80
数量計算 1.00 1.00
照査 0.60 0.50 1.10
報告書作成 0.60 0.60

計 0.60 1.80 2.10 0.60
・橋面排水の不良や排水管の劣化がみられる場合に計上する。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

7 主桁表面処理設計[再塗装（鋼橋）及び保護塗装（コンクリート橋）] １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50
設計図 1.00 1.50 2.50
数量計算 1.00 1.00 2.00
照査 1.00 1.50 2.50
報告書作成 0.50 0.50

計 2.00 3.50 2.50
・再塗装またはひび割れ保護が必要な場合に計上する。
・標準歩掛は対象橋長L=75mとし、他の橋長については橋梁予備設計の補正を適用する。
・鈑桁で、かつ曲線橋などの複雑な場合は2割増とする。 (+20%）
・追加で床版表面処理まで行う場合は2割増とする。 (+20%）
・床版表面処理のみ行う場合は、上記歩掛の5割を計上する。(×50%）
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

8 電気防食設計 １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.60 1.20 1.80
設計計算 0.60 0.60
設計図 0.60 1.20 1.20 3.00
数量計算 1.20 1.20 2.40
照査 1.20 1.20 2.40
報告書作成 0.60 0.60 1.20

計 0.60 4.20 4.20 2.40
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

計

計

　　　　職種
区分
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計
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9 主桁補修設計（設計計算を必要としない場合） １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50
設計図 1.00 2.00 3.00
数量計算 0.50 2.00 2.50
照査 0.50 1.00 1.50
報告書作成 0.50 0.50

計 1.50 2.50 4.00
・主桁コンクリート欠損の断面修復やひび割れの対策（注入など）を必要とする場合に計上する。
・耐荷力不足による部材の欠損やひび割れは、別途補強設計を講じるものとする。
・標準歩掛は対象橋長L=75mとし、他の橋長については橋梁予備設計の補正を適用する。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

10 床版補修設計（設計計算を必要としない場合） １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50
設計図 1.50 2.00 3.50
数量計算 0.50 1.50 2.00
照査 0.50 0.50 1.00
報告書作成 0.50 0.50

計 1.50 2.50 3.50
・床版コンクリートの欠損に伴う断面修復やひび割れの対策（注入など）を必要とする場合に計上する。
・耐荷力不足による部材の欠損やひび割れは、別途補強設計を講じるものとする。
・標準歩掛は対象橋長L=75mとし、他の橋長については橋梁予備設計の補正を適用する。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

11 １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50 1.00
設計計算 0.50 2.00 2.50 5.00
設計図 1.00 1.50 2.50
数量計算 0.50 0.50 1.00
照査 0.50 1.00 1.50
報告書作成 0.50 0.50 1.00

計 0.50 1.50 5.00 5.00
・設計計画には、簡易な作業計画を含むものとする。
・設計計算は、ジャッキアップに伴う橋座面の照査・補強設計、反力計算とし、反力計算が不要な場合
　(別途上部工設計で算出する場合や、設計計算書が有る場合)は×50％とする。
①鈑桁・PC桁などの単純桁形式を標準とする。
②連続桁形式の場合は、全体を2割増とする。
③構造形式が大きく異なる場合、及び支承構造が複雑な場合は別途考慮するものとする。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

12 １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.60 0.60
設計図 0.60 0.60 1.20
数量計算 0.60 0.60
照査 0.60 0.60 1.20
報告書作成 0.60 0.60

計 1.20 2.40 0.60
・設計計画には、簡易な作業計画を含むものとする。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

支承補修設計（金属溶射・補修(小規模補修の場合)）※ジャッキアップが不要な場合に適用

直　　接　　人　　件　　費

　　　　職種
区分

計

計

直　　接　　人　　件　　費

直　　接　　人　　件　　費

　　　　職種
区分

　　　　職種
区分

直　　接　　人　　件　　費

支承補修設計（取替え・補修(大規模補修の場合)）※ジャッキアップが必要な場合に適用

計

計
　　　　職種
区分



13 沓座モルタル補修設計 １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50
設計図 0.50 1.50 2.00
数量計算 0.50 1.00 1.50
照査 0.50 0.50 1.00
報告書作成 0.50 0.50

計 1.50 1.50 2.50
・設計計画には、簡易な作業計画を含むものとする。
・ジャッキアップが必要な場合は11支承補修設計（取替え・補修(大規模補修の場合)）の設計計算、照
　査、報告書作成に準ずる。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

14 下部工補修工法検討（設計計算を必要としない場合） １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50
概略設計図 0.50 1.00 1.50 3.00
概算工事費 0.50 1.50 2.00
比較一覧表作成 0.50 1.50 2.00
照査 0.50 0.50 1.00
報告書作成 0.50 0.50

計 1.00 2.50 4.00 1.50
・下部工(橋台、橋脚)の補修工法の比較検討が必要な場合に計上する。

15 下部工表面処理設計（橋台、橋脚） １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50
設計図 1.00 1.50 2.50
数量計算 1.00 1.50 2.50
照査 0.50 0.50 1.00
報告書作成 0.50 0.50

計 1.50 2.50 3.00
・下部工ひび割れ保護、表面処理が必要な場合に計上する。
・標準歩掛は３径間とし、それ以外については橋梁詳細設計（橋梁上部工）の補正を適用する。ただし、
　１径間の場合は２径間の補正に準ずる
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

16 下部工補修設計（設計計算を必要としない場合） １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50
設計図 1.50 1.50 3.00
数量計算 0.50 1.00 1.50
照査 0.80 0.50 1.30
報告書作成 0.50 0.50

計 1.80 2.50 2.50
・コンクリート欠損の断面修復、ひび割れの対策（注入など）を必要とする場合に計上する。
・耐荷力不足による部材の欠損やひび割れは、別途補強設計を講じるものとする。
・アル骨対策検討を含む場合は別途とする。
・標準歩掛は３径間とし、それ以外については橋梁詳細設計（橋梁上部工）の補正を適用する。ただし、
１径間の場合は２径間の補正に準ずる。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

　　　　職種
区分

直　　接　　人　　件　　費

　　　　職種
区分

　　　　職種
区分

直　　接　　人　　件　　費

計

計

計

直　　接　　人　　件　　費

直　　接　　人　　件　　費

計
　　　　職種
区分



17 落橋防止装置設計［連結装置設計（チェーン、タイブル連結など）］ １種類当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50 1.00
設計計算 1.00 1.50 2.50
設計図 1.00 2.00 3.00
数量計算 0.50 0.50 1.00
照査 0.50 1.00 1.50
報告書作成 0.50 0.50

計 1.00 4.00 4.00 0.50
・落橋防止対策が施されていない橋梁の場合に計上する。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

18 落橋防止装置設計［縁端拡幅工（RC縁端拡幅、鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄなど）］ １種類当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50
設計計算 1.00 1.50 2.50
設計図 0.50 1.00 1.00 2.50
数量計算 0.50 0.50 1.00
照査 0.50 1.00 1.50
報告書作成 0.50 0.50

計 1.00 3.00 3.00 1.50
・落橋防止対策が施されていない橋梁の場合に計上する。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

19 落橋防止装置設計［水平力分担構造設計］ １種類当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50 1.00
設計計算 0.50 1.50 2.00
設計図 0.50 1.00 1.00 2.50
数量計算 0.50 0.50 1.00
照査 0.50 1.00 1.50
報告書作成 0.50 0.50

計 1.00 3.00 3.00 1.50
・レベル２地震動に対応していない支承が設置された橋梁の場合に計上する。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

20 落橋防止装置設計［横変位拘束構造設計］ １種類当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50 1.00
設計計算 1.00 1.00 2.00
設計図 0.50 1.00 1.00 2.50
数量計算 0.50 0.50 1.00
照査 0.50 1.00 1.50
報告書作成 0.50 0.50

計 1.00 3.50 2.50 1.50
・上部構造が橋軸直角方向に変位することを拘束する場合に計上する。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

計

計

　　　　職種
区分 計

　　　　職種
区分

直　　接　　人　　件　　費

直　　接　　人　　件　　費

　　　　職種
区分

直　　接　　人　　件　　費

　　　　職種
区分

直　　接　　人　　件　　費
計



21 落橋防止装置設計［支承上揚力照査］ １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 0.50 1.00
設計計算 0.75 0.75 1.50
照査 0.50 0.50 1.00
報告書作成 0.50 0.50 1.00

計 1.00 2.25 1.25
・標準歩掛は３径間とし、それ以外については、全国版設計業務等標準積算基準書の橋梁詳細設計
（上部工）の補正を適用するが、橋長による補正は行わない。なお、単純桁の連続等で類似構造と
みなせる場合については、補正は行わない。
・設計計算は、反力計算が不要な場合（別途上部工設計で算出する場合や、設計計算書が有る場合）
は×５０％とする。
・斜橋、バチ形、曲線橋の場合はそれぞれ、１割、３割、８割増しとし、複数の条件が当てはまる場合
には、それぞれの割増しを合計し計上する。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

22 橋脚補強工法検討 １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 1.00 0.80 1.80
概略設計計算 0.80 1.60 2.40
概略設計図 0.80 1.60 2.40
概算工事費 0.80 0.80 1.00 2.60
比較一覧表作成 0.80 0.80 1.60
照査 0.80 1.00 1.80
報告書作成 0.80 0.80

計 1.00 1.60 4.00 5.80 1.00

23 橋脚補強設計 １基当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
設計計画 0.50 1.00 1.50
設計計算 1.00 1.50 2.50
保耐法の照査 1.00 1.50 1.50 4.00
設計図 1.00 1.50 1.50 4.00
数量計算 0.50 1.00 1.50
照査 0.50 0.50 1.00 2.00
報告書作成 0.50 0.50

計 1.00 2.50 5.50 5.50 1.50
・地震時保有水平耐力法による耐力照査
・類似構造物は基本構造物の70%
・ラーメン式橋脚は別途とする。
・照査には赤黄チェックによる照査を含む。

24 施工計画 １橋当り

技師長 主任技師 技師(Ａ) 技師(Ｂ) 技師(Ｃ) 技術員
計画書作成 1.00 1.50 2.00 4.50

計 1.00 1.50 2.00
・工程表、施工順序、施工方法、仮設備計画等、工事費積算に必要な計画書を作成する。
・複数の橋梁を計画する場合は橋梁数を乗じる。

直　　接　　人　　件　　費

直　　接　　人　　件　　費

計

計

計
　　　　職種
区分

　　　　職種
区分

　　　　職種
区分

直　　接　　人　　件　　費

　　　　職種
区分

直　　接　　人　　件　　費
計













第３章  点 検 業 務 

 

 

第１ 橋梁定期点検積算要領（案） 

 
 
１．適用範囲 

 この積算要領は、青森県が長寿命化修繕計画で指定しているＡグループ及びＢグループの既設橋梁

を「青森県橋梁アセットマネジメント運営マニュアル（案）」（以下、マニュアル）に基づき実施する

橋梁点検に適用する。 

 
 
２．価格構成 

 
 
                                       現地踏査 

                                      関係機関との協議資料作成 

                              直接人件費    定期点検 

                                      報告様式作成 

                                      点検調書作成 

                                      報告書作成 

                       直接原価           打合せ 

                                      旅費交通費 

                                      電子成果品作成費 

直接経費     機械経費 

     安全費 

                                      仮設費 

業務委託料   業務価格   業務原価                  その他 

                                              その他原価 

                                 

                       間接原価    

 

 

                一般管理費等 

 

          消費税相当額 

 

 

 

 



３．直接人件費 

３．１ 現地踏査 

３．１－１ 現地踏査（Ａグループ） 

（１）業務内容 

橋梁点検に先立って現地踏査を行い、橋梁の変状（劣化・損傷等）程度を把握する他、橋梁の立

地環境、交通状況、交通規制の要否、近接手段等について現場の概況を調査記録する。 

 
（２）標準歩掛                                単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘 要 

現地踏査  1.5 3.0 3.0  10 橋あたり 

※現地踏査は幅員、スパン数等で補正は行わない。 

 
３．１－２ 現地踏査（Ｂグループ） 

（１）業務内容 

橋梁点検に先立って現地踏査を行い、橋梁の変状（劣化・損傷等）程度を把握する他、橋梁の立

地環境、交通状況、交通規制の要否、近接手段等について現場の概況を調査記録する。 

 
（２）標準歩掛                                単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘 要 

現地踏査    1.0 1.0 10 橋あたり 

※現地踏査は幅員、スパン数等で補正は行わない。 

 
 

３．２ 関係機関との協議資料作成（Ａ・Ｂグループ必要に応じて計上） 

（１）業務内容 

橋梁点検に必要な関係機関との諸手続きを行う他、必要な資料の収集を行う。 

 

（２）標準歩掛                                単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘 要 

関係機関との 

協議資料作成 

 
0.5 1.0 1.5 1.0 10 橋あたり 

※関係機関との協議資料作成は幅員、スパン数等で補正は行わない。 

 

 

３．３ 定期点検 

３．３－１ 定期点検（Ａグループ） 

（１）業務内容 

マニュアルに基づき、橋梁点検車、高所作業車、あるいは梯子等を用いて、橋梁点検を行う。 

（２）標準歩掛 

１日当たり 技師Ｂ１人、技師Ｃ１人、技術員１人を標準とする。 



１０橋当たりの点検日数Ｄについて、以下のとおりとする。 

 １０橋当たりの点検歩掛 ＝（標準歩掛）×（点検日数Ｄ） 

 Ｄ＝幅員当たり日数Ｄ’×径間数補正Ｎ 

 
点検日数(Ｄ’)（幅員Ｂあたり）                       単位（日） 

 Ｂ＜6m 6m≦Ｂ＜12m Ｂ≧12 摘 要 

橋梁点検車 9.6 11.0 12.0 10 橋あたり 

高所作業車 10.8 12.0 13.0    〃 

梯子 5.5 6.5 7.8    〃 

機材なし 4.5 5.5 6.5    〃 

 
径間数(Ｎ)補正                      

 Ｎ≦3 径間 4 径間≦Ｎ≦6 径間 Ｎ≧7 径間 摘 要 

橋梁点検車 0.9 1.3 1.9 10 橋あたり 

高所作業車 0.9 1.3 1.9    〃 

梯子 0.9 1.3 1.8    〃 

機材なし 0.9 1.3 1.8    〃 

 

Ｂ：全幅員（地覆外縁距離） Ｎ：スパン数 

※上記以外の機材、仮設備を使用する場合は別途計上する。 

※上記に当てはまらない特殊な橋梁の場合は別途協議する。 

 
 

３．３－２ 定期点検（Ｂグループ） 

（１）業務内容 

マニュアルに基づき、橋梁点検車、高所作業車、あるいは梯子等を用いて、橋梁点検を行う。 

（２）標準歩掛 

１日当たり 技師Ｂ１人、技師Ｃ１人、技術員１人を標準とする。 

 

１０橋当たりの点検日数Ｄについて、以下のとおりとする。 

 １０橋当たりの点検歩掛 ＝（標準歩掛）×（点検日数Ｄ） 

 Ｄ＝幅員当たり日数Ｄ’×径間数補正Ｎ 

 
点検日数(Ｄ’)（幅員Ｂあたり）                       単位（日） 

 Ｂ＜6m 6m≦Ｂ＜12m Ｂ≧12 摘 要 

橋梁点検車 5.5 6.25 7.6 10 橋あたり 

高所作業車 6.0 7.0 8.0    〃 

梯子 3.0 4.0 5.0    〃 

機材なし 2.7 3.25 4.0    〃 

 



 

径間数(Ｎ)補正                      

 Ｎ≦3 径間 4 径間≦Ｎ≦6 径間 Ｎ≧7 径間 摘 要 

橋梁点検車 0.9 1.3 1.9 10 橋あたり 

高所作業車 0.9 1.3 1.9    〃 

梯子 0.9 1.3 1.8    〃 

機材なし 0.9 1.3 1.8    〃 

 

Ｂ：全幅員（地覆外縁距離） Ｎ：スパン数 

※上記以外の機材、仮設備を使用する場合は別途計上する。 

※上記に当てはまらない特殊な橋梁の場合は別途協議する。 

 
 

３．４ 報告様式作成（Ａ・Ｂグループ計上） 

（１）業務内容 

青森県橋梁アセットマネジメント支援システムを使用し、報告書様式一式を作成する。 

 

（２）標準歩掛                                単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘 要 

報告様式作成     0.5 10 橋あたり 

※報告様式作成は幅員、スパン数等で補正は行わない。 

 

 

３．５ 点検調書作成（Ａグループのみ） 

（１）業務内容 

青森県橋梁アセットマネジメント支援システムを使用し、橋梁点検調書、点検データ一式を作成

する。 

 

（２）標準歩掛                                単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘 要 

点検調書作成  0.25 1.0 2.0 2.0 10 橋あたり 

※点検調書作成は幅員、スパン数等で補正は行わない。 

 
 

 

 

 

 

 

 



３．６ 報告書作成 

３．６－１ 報告書作成（Ａグループ） 

（１）業務内容 

とりまとめた点検調書を報告書の体裁にまとめる。 

 

（２）標準歩掛                                単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘 要 

報告書作成  1.0 1.5 1.5 0.5 10 橋あたり 

 

 

３．６－２ 報告書作成（Ｂグループ） 

（１）業務内容 

とりまとめた点検調書を報告書の体裁にまとめる。 

 

（２）標準歩掛                                単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘 要 

報告書作成    1.0 0.5 10 橋あたり 

 

 
３．７ 打合せ 

（１）協議内容 

   打合せ回数は当初、中間、最終の３回以上する。 

    当初：受注業者への点検データの引き渡し、作業計画について協議する。 

    中間：現地踏査終了時、現地での点検終了時等、必要回数を実施する。 

    最終：成果品の取りまとめ状況、各橋梁の健全度評価及び損傷度評価について確認する。 

 

（２）標準歩掛                                単位（人） 

 主任技師 技師Ｂ 技師Ｃ 

当 初 0.5 0.5  

中 間  0.5 0.5 

最 終 0.5 0.5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



４．直接経費 

 ４．１ 旅費交通費 

設計業務等標準積算基準書（(一財)経済調査会）に準ずる。 

 

 

 ４．２ 電子成果品作成費 

設計業務等標準積算基準書（(一財)経済調査会）に準ずる。 

 

 

４．３ 機械経費 

 ４．３－１ 橋梁点検車運転費（オペレータを含む） 

     設計単価表（青森県県土整備部）に準ずる。 

 

 

４．４ 安全費 

設計業務等標準積算基準書（(一財)経済調査会）に準ずる。 

 
 

 ４．５ 仮設費 

     橋梁点検時に、足場等の設置が必要な場合に計上する。 

 
 
 ４．６ その他原価、一般管理費等 

その他原価、一般管理費等は、設計業務等標準積算基準書（(一財)経済調査会）にある橋

梁定期点検業務等積算基準の率を適用する。 

 



第２ 橋梁事前データ作成積算要領（案） 

 
 
１．適用範囲 

 この積算要領は、青森県が長寿命化修繕計画で指定しているＡグループ橋梁を「青森県アセットマ

ネジメント運用マニュアル（案）」に基づき実施する橋梁定期点検に使用する事前データの作成業務に

適用する。 

 
 
２．価格構成 

事前データ作成 

                                         （新設コンクリート橋） 

                                  直接人件費    （補修コンクリート橋） 

                                         （新設鋼橋） 

                                         （補修鋼橋） 

                          直接原価              打合せ 

                                         

                                                   旅費交通費 

業務委託料   業務価格   業務原価             直接経費        電子成果品作成費    

                                       その他 

                                               その他原価           

                         間接原価                   

 

                   一般管理費等 

 

           消費税相当額 

 

 
３．直接人件費 

 ３．１ 事前データ作成（新設コンクリート橋） 

（１）業務内容 

橋梁定期点検業務に必要な事前データを作成する。 

 

（２）標準歩掛                                 単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘 要 

橋梁台帳データ作成  1.2 2.4  4.8 10 橋あたり 

位置図データ作成    1.0  〃 

一般図データ作成    1.2  〃 

変状記録原図作成   2.5 4.0 4.0 〃 

※一般図データ作成について、現地計測が必要な場合は別途見積とする。 



 

３．２ 事前データ作成（補修コンクリート橋） 
（１）業務内容 

橋梁補修工事による新たな部材の追加や部材仕様の変更時に橋梁事前データの修正を行う。 

 
（２）標準歩掛                                 単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘 要 

橋梁台帳データ修正  0.5 1.0 1.5 1.5 10 橋あたり 

変状記録原図追加修正  1.0 1.5 1.5 3.0 〃 

 
 
 
３．３ 事前データ作成（新設鋼橋） 

（１）業務内容 

    橋梁定期点検業務に必要な事前データを作成する。 

 

（２）標準歩掛                                                                  単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘 要 

橋梁台帳データ作成  0.5 2.0 1.5 5.0 10 橋あたり 

位置図データ作成    1.0  〃 

一般図データ作成    1.2  〃 

変状記録原図作成  1.0 2.5 2.5 8.0 〃 

 
 
 
 ３．４ 事前データ作成（補修鋼橋） 

（１）業務内容 

橋梁補修工事による新たな部材の追加や部材仕様の変更時に橋梁事前データの修正を行う。 

 

（２）標準歩掛                                 単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘 要 

橋梁台帳データ修正  0.5 1.0 1.5 1.5 10 橋あたり 

変状記録原図追加修正   0.5 2.0 5.5 〃 

 
 
 
 
 
 
 



 
３．５ 補正係数 

径間長、幅員及び径間数毎に、以下の式による標準歩掛を補正する。 

 

補正式：標準歩掛× ×b×ｎ 

 

：径間長による補正係数 

 

平均径間長 L（ｍ）  係数  

Ｌ＜15 0.90 

15≦L＜30 1.00 

L≧30 1.20 

 

 

b：幅員による補正係数 

 

幅員Ｂ（ｍ） 係数ｂ 

Ｂ＜6 0.90 

6≦Ｂ＜12 1.00 

Ｂ≧12 1.30 

 

 

ｎ：径間数による補正係数 

 

径間数 係数 ｎ 

1 0.78 

2 0.88 

3 0.98 

4 1.02 

5 1.17 

6 1.22 

7 1.32 

8 1.41 

9 1.51 

10 1.56 

 

 
 
 









 
３．６ 打合せ 

（１）協議内容 

   打合せ回数は当初、中間、最終の３回を標準とし、橋梁定期点検積算要領(案)の歩掛に準拠する。

※定期点検業務と併せて発注する場合は計上しない。 

 
 

 

４．直接経費                 

 ４．１ 旅費交通費 

設計業務等標準積算基準書（(一財)経済調査会）に準ずる。 

 

 

 ４．２ 電子成果品作成費 

設計業務等標準積算基準書（(一財)経済調査会）に準ずる。 

 

 

 

５．その他原価、一般管理費等 

その他原価、一般管理費等は、設計業務等標準積算基準書（(一財)経済調査会）にある橋

梁定期点検業務等積算基準の率を適用する。 

 

 



第3　シェッド・シェルター定期点検業務積算基準

1．適用範囲 

この積算基準は、青森県が管理するシェッド・シェルターを「シェッド・シェルター定期

点検要領（平成 26 年 7 月 青森県県土整備部道路課」（以下、「点検要領」という。）に

基づき実施する点検に適用する。 

2．業務委託料 

 

直接人件費

直接経費

直接原価

間接原価
一般管理費

消費税相当額

業務委託料

業務価格

業務原価

旅費・交通費

電子成果品作成費

機械器具費

安全費

その他

仮設費

計画準備

現地踏査

関係機関協議

施設本体の点検・利用者被害
の可能性のある部材の点検

施設周辺の点検

施設台帳・点検調書作成

報告書作成

打合せ

その他原価
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3．直接人件費 

3．1 計画準備 

（1）業務内容

部材番号図作成、業務計画書作成・関連資料収集を行う。

A．業務計画書作成 

業務着手時の関連資料収集及び業務計画書作成、詳細な点検計画となる実施計画書作成

を行う。 

B．部材番号図作成・修正 

点検要領に従い部材番号図を作成する。 

（2）標準歩掛

A．業務計画書作成

（1業務当り） 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 摘要 

業務計画書作成 0.5 2.0 2.0 

注）1．業務計画書作成には資料収集、実施計画書作成を含む。 

B．部材番号図作成・修正 

作成日数 D＝A／10,000 

A：部材番号図作成面積（下図 3-1 参照） 

（1日当り） 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 摘要 

部材番号図作成 1.0 1.0 2.0 

注）1．作成日数Ｄは施設毎に算出すること。 

2．作成面積及び作成日数は少数第 1位（少数第 2位を四捨五入）とする。 

図 3-1 部材番号図作成面積 
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3．2 現地踏査 

（1）業務内容

定期点検に先立って現地踏査を行い、施設の変状（劣化・損傷等）程度を把握する他、施

設立地環境、交通状況、交通規則の方法、近接手段等について現場の概況を調査記録（写真

撮影含む）する。 

（2）標準歩掛

（1業務当り） 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 摘要 

現地踏査 1.0 1.0 1.0 1.0 

注）1．施設間の移動時間も含む。 

3．3 関係機関協議 

（1）業務内容

定期点検に必要な関係機関との諸手続きを行う他、必要な資料の収集を行う。

※ 関係機関とは、交通管理者等を示し、点検施設を管理する道路管理者は含まない。

（2）標準歩掛

（1機関当り） 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 摘要 

関係機関協議 0.5 0.5 1.0 

注）1．関係機関協議及び不足する資料を収集し、収集した資料を協議に必要な体裁に整えるもので

ある。 

2．移動時間も含む。なお、移動に必要なライトバン経費は、直接経費の機械器具費で計上する

こと。 

3．機関数は、協議を行う窓口の機関数を計上する。（例：交通管理者は所轄単位とする。） 
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3．4 施設本体の点検及び利用者被害の可能性のある部材の点検（近接目視・打音検査） 

（1）業務内容

点検要領に基づき、施設本体（主梁、頂版下、柱など）を対象に、足場やリフト車等を用

いて近接目視点検を行う。また、必要に応じて、施設台帳の記載事項を補完するために現地

計測を行う。 

また、近接目視に合わせて、利用者被害の可能性のある部材の点検を同時に行う場合は、

点検要領に基づき打音検査を行う。 

（2）標準歩掛

近接目視＋打音検査・叩き落としの所要人工数は、次式に基づき算出するものとする。な

お、次式で C=0.0 の場合が近接目視のみに相当する。 

所要人工数（人・日）＝（0.00761×C＋0.00096）×α 

C：ひび割れ密度（m/㎡）＝L/α 

L：幅 0.2mm 以上のひび割れの総延長 

α：近接目視点検面積（下図参照） 

積算時のひび割れ密度 C（m/㎡）は 0.12 を初期設定とし、点検終了後、実際のひび割れ

密度に基づき精算するものとする。 

精算時においては、繊維シートや当て板でコンクリート面が覆われている部分は打音不要

なため、ひび割れ密度 0.0 として計上する。 

図 3-2 施設本体の点検及び利用者被害の可能性のある部材の点検面積 

（1日当り） 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 摘要 

定期点検 編成人員 0.5 0.5 1.0 2.0 

- 29 -



表 3-1 点検員の構成（施設本体の点検及び利用者被害の可能性のある部材の点検） 

点検員 点検補助員 点検補助員 

頂版・ 

アーチ担当

打音検査範囲の指示、応

急措置箇所の指示及び確

認、近接目視による変状

判定、安全管理を行う。

近接目視による変状確

認、打音検査、濁音部の

マーキング、叩き落とし

（応急措置）を担当す

る。

近接目視による変状確

認、打音検査、濁音部の

マーキング、叩き落とし

（応急措置）を担当す

る。

支柱・受台 

担当 

打音検査範囲の指示、応

急措置箇所の指示及び確

認、近接目視による変状

判定、安全管理を行う。

近接目視による変状確

認、打音検査、濁音部の

マーキング、叩き落とし

（応急措置）を担当す

る。

近接目視による変状確

認、打音検査、濁音部の

マーキング、叩き落とし

（応急措置）を担当す

る。

スケッチ

担当

－ － 頂版・アーチ・支柱・受

台及び路面等の変状スケ

ッチ、写真撮影その他の

記録を担当する。 

路面担当 － － 路面の近接目視による変

状確認を担当する。 

3．5 施設周辺の点検（目視点検）歩掛 

（1）業務内容

点検要領に基づき、施設周辺（頂版上、路面、谷側斜面）を対象に、足場やリフト車等を

用いずに、徒歩により点検を行う（ただし、頂版に立ち入る場合にリフト車を用いることを

検討する）。 

（2）標準歩掛

1 日当りの点検面積 Aは 10,000m2とする。なお、点検面積 Aを下図 3-3 に示す。

図 3-3 施設周辺の点検面積 
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表 3-2 点検員の構成（施設本体の点検及び利用者被害の可能性のある部材の点検） 

点検方法 技術員 摘要 

目視点検 1.5 点検面積 10,000m2当り 

1 班の構成（技術員 1人） 

3．6 施設台帳・点検調書の作成 

（1）業務内容

点検結果をもとに点検要領添付の点検調書の作成を行う。また初回点検においては施設台

帳の作成、一般図のない施設については概略一般図の作成を行う。 

（2）標準歩掛

（1施設当り） 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 摘要 

施設台帳作成 1.5 1.5 

※外業（現地簡易計測）各 0.75、内業（施設台帳入力）各 0.75

（10,000m2当り） 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 摘要 

点検調書作成 1.0 2.5 2.0 

（1 施設当り） 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 摘要 

概略一般図作成 1.0 2.0 1.0 

3．7 打合せ 

（1）協議内容

A．当初打合せ

作業計画書をもとに、調査方法、内容等を打ち合わせるとともに、定期点検に必要な資

料等の貸与を行う。 

B．中間打合せ 

現地踏査時終了時あるいは現地での点検終了時、必要回数を計上する。 

C．最終打合せ 

成果品のまとめが完了した時点で打合せを行う。 

（2）標準歩掛

（1業務当り） 

主任技師 技師 B 技師 C 摘要 

当初 0.5 0.5 

中間 0.5 0.5 1 回当り 

最終 0.5 0.5 

計 1.0 1.5 0.5 
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3．8 報告書作成 

（1）業務内容

施設点検調書以外の報告文の作成。施設概要、変状の特徴と発生機構の考察、応急対

策工、今後の調査や概算工事費の算出等を行う。 

（2）標準歩掛

（1施設当り） 

主任技師 技師 A 技師 B 技師 C 技術員 摘要 

報告書作成 1.0 1.5 2.0 2.0 

4．直接経費 

4．1 旅費・交通費 

設計業務等標準積算基準書（青森県県土整備部）に準ずる。 

4．2 機械器具費 

（1）ライトバン運転経費

A．運転経費

積算上の基地から現地まで、ライトバン運転によるものとして積算する場合は、積算上

の基地から現地までの片道距離が 30km 程度（高速道路等を利用する場合は片道距離 60km

程度）もしくは片道所要時間 1時間程度とする。 

また、高速道路等通行料金を計上する。 

B．標準歩掛 

表 4-1 ライトバン運転（１日当り） 

名 称 規 格 単 位 数 量 摘  要 

ガソリン ℓ 2.6 ℓ／ｈ／○ｈ 

機械損料 
ライトバン

1500 cc
ｈ 運転時間当たり損料 

機械損料 〃 日 １ 供用日当たり損料 

計 

注）1．ライトバン運転には、運転労務費を計上しない。 

（2）リフト車

A．運転経費

定期点検において、リフト車を要する場合は、運転経費を計上する。 
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B．標準歩掛 

表 4-2 リフト車（点検車）運転（1日当り） 

名 称 規 格 単 位 数 量 摘  要 

運転手 一般 

（又は特殊） 

ℓ １ 注）１．による 

燃料費 ｈ 運転１ｈ燃料消費×T 

T：運転日当り運転時間 

機械損料 日 T 運転１ｈ当り換算値 

無償貸与算定表 

※上記はＴがＴ±20％以内の場合

Ｔ0＝損料算定表（3）欄／（4）欄賃

料 

諸雑費 式 １ 

計 

注）1．運転手の職種について、リフト車規格「作業床高 10ｍ以上」の技能講習資格が必要な場合は

特殊運転手を計上する。 

2．機械損料は、機械の持ち込み、無償貸与またはリース等に応じて損料又は賃料を計上する。 

3．作業時間の制約を受ける場合は、移動時間を除く運転日数について 8ｈ／作業時間の割増を

行う。 

4．3 安全費 

（1）業務内容

安全管理を目的とし、定期点検にあたり常に適切な保安施設、交通整理員を配置し、現場

の安全確保に努める。 

A．保安施設 

保安施設は、道路工事保管施設設置基準（案）によるものとし、定期点検区間長、交通

量、交通状況、その他現地の状況等を勘案して費用を計上するものとする。 

B．交通整理員 

点検調査等の交通障害を防ぎ、現場の安全確保に努めるものとし、交通誘導員を計上す

る。 

4．4 仮設費 

足場は、補修や塗装塗替え等の足場を点検用足場として兼用できるよう、工事と点検の計

画を調整する。 

また、枠組足場等を設置する場合も適切に計上する。 

4．5 その他の直接費 

（1）電子成果品作成費

電子成果品の作成費用は、次の計算式により算出するものとする。

ただし、これによりがたい場合は別途考慮する。 

電子成果品作成費（千円）＝5.1ｘ0.38 

ただし、ｘ：直接人件費（千円） 

注）1．上式の電子成果品作成費の算出にあたっては、直接人件費を千円単位（小数点以下切り捨

て）で代入する。 
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2．算出された電子成果品作成費（千円）は、千円未満を切り捨てる（小数点以下は捨て）も

のとする。 

3．電子成果品作成費の上下限については、上限 250 千円、下限 20 千円とする。 

（2）その他

その他、この歩掛かりにないものについては、必要に応じて計上すること。

5．その他原価、一般管理費等 

5．1 その他原価 

その他原価は次式により算定した額の範囲内とする。 

（その他原価）＝（直接人件費）×α／（1－α） 

ただし、αは業務原価（直接経費の積上計上分を除く）に占めるその他原価の割合であり、

35％とする。 

5．2 一般管理費等 

一般管理費等は次式により算定した額の範囲内とする。 

（一般管理費等）＝（業務原価）×β／（１－β） 

ただし、βは業務価格に占める一般管理費等の割合であり、30％とする。 
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第４ 大型カルバート定期点検業務委託積算要領 

 

１． 適用範囲 

 この積算要領は、青森県が管理する大型カルバートを、「シェッド，大型カルバート等定期点検要領(平

成 26 年 6 月 国土交通省道路局)」（以下「点検要領」という。）をもとに実施する大型カルバートの定期

点検に適用する。 

 

 

２． 業務委託料の構成 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３． 大型カルバートの定義 

 大型カルバートとは、土かぶりが１ｍ以上であり、内空に２車線以上の道路を有する程度の規模のカル

バートとする。 

計画準備

定期点検

打合せ協議

報告書等作成

旅費・交通費

機械経費

安全費

電子成果品作成費

その他

直接原価

直接経費

直接人件費

業務委託料 業務価格

消費税相当額

業務原価

 一般管理費等

間接原価

その他原価



４． 直接人件費 

 ４．１ 計画準備 

（１）業務計画書作成 

   １）業務内容 

      契約後速やかに業務実施体制を整え、業務上必要な資料収集をし、業務計画書を作成する。 

２）標準歩掛                                            

単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘要 

業務計画書作成 0.5 1.0 1.5    １業務あたり 

 

（２）現地踏査 

   １）業務内容 

定期点検に先立ち、大型カルバートの変状（劣化・損傷等）程度を把握する他、大型カルバ

ートの立地環境、交通状況、交通規制の要否、近接手段等について現場の概況を調査して記録

する。 

２）標準歩掛                                                     

単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘要 

現地踏査 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0  10 基あたり 

 

（３）業務実施計画書作成 

   １）業務内容 

      現地踏査による調査記録を含め、作業上必要な資料収集をし、業務実施計画書を作成する。 

   ２）標準歩掛 

単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘要 

業務実施計画書作成  0.5 1.5 2.0   １業務あたり 

 

（４）関係機関協議及び協議用資料作成 

１）業務内容 

      定期点検において必要な関係機関との協議用資料、説明用資料の作成及び資料の収集を行う。 

２）標準歩掛 

単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘要 

関係機関協議及び

協議用資料作成 
0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 10 基あたり 

 

 



 

 ４．２ 定期点検 

 （１）定期点検 

１）業務内容 

     定期点検は、点検要領に基づき、近接目視により行うことを基本とする。また、「部材単位」

及び「大型カルバート毎」の健全性の診断を行う。 

  ２）標準歩掛                                             

単位（人） 

  主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員 摘要 

大型カルバート点検   21.0 23.0 19.0 10000 ㎡あたり 

点検表記録様式の作成   1.0 1.0 1.0 10 基あたり 

※１ 高所作業車を使用する場合は、別途「機械経費」を計上すること。 

※２ 点検面積については（内空幅＋内空高さ×２）×延長を基本とする。これによらない場合は別

途算出する。 

 

 

 

  

４．３ 打合せ協議 

（１）協議内容 

   打合せ回数は当初、中間、最終の３回以上する。 

   当初：受注業者への点検データの引き渡し、作業計画について協議する。 

   中間：現地踏査終了時、現地での点検終了時等、必要回数実施する。 

   最終：成果品の取りまとめ状況、各橋梁の健全度評価について確認する。 

（２）標準歩掛                                                 

単位（人） 

 主任技師 技師Ｂ 技師Ｃ 

当 初 0.5 0.5  

中 間  0.5 0.5 

最 終 0.5 0.5  

 

 

 

 

 

 

 

 日当たり作業量 

大型カルバート定期点検 480 ㎡/日 



４．４ 報告書作成 

（１）業務内容 

     点検調書を報告書の体裁にとりまとめる。 

（２）標準歩掛 

                                     単位（人） 

 主任技師 技師Ａ 技師Ｂ 技師Ｃ 技術員 摘要 

報告書作成  0.5 0.5 1.0 1.5  10 基あたり 

 

５．直接経費 

 ５．１ 旅費・交通費 

   設計業務等標準積算基準書（青森県県土整備部）に準ずる。 

 

 ５．２ 機械経費 

  ５．２－１ 連絡車（ライトバン）運転費 

   設計業務等標準積算基準書（青森県県土整備部）に準ずる。 

５．２－２ 高所作業車運転費（オペレータを含む） 

定期点検において、高所作業車を要する場合は、運転経費を計上する。 

                                （１日当たり） 

※高さ 10ｍ以上の高所作業車を使用する場合の規格は、別途考慮すること。また、点検運転手の職種

について、「作業床高 10ｍ以上」等の技能講習資格が必要な場合は、特殊運転手を計上する。 

 

５．３ 安全費 

（１）業務内容 

    安全管理を目的とし、大型カルバート点検に当たり常に適切な保安施設、交通整理員を配置

し、現場の安全確保に努める。 

 （a）保安施設 

       保安施設は、大型カルバート点検区間長、交通量、交通状況、その他現地の状況等を勘案

して費用を計上するものとする。 

  （b）交通誘導員 

      点検調査等の交通障害を防ぎ、現場の安全確保に努めるものとし、交通整理員を計上する。 

 

 

項目 規格 単位 数量 備考 

一般運転手  人 1.0  

高所作業車賃料 
トラック架装型・ブーム型 

直・屈伸式 最大 9.9ｍ 
日 1.0 

 

燃料費  L  日当たり稼働時間×4L 

諸雑費  型 1.0 まるめ 



５．４ 電子成果品作成費 

    設計業務等標準積算基準書（発行：一般財団法人・経済調査会）に準ずる。 

 

６．その他原価、一般管理費等 

 設計業務等標準積算基準書（発行：一般財団法人・経済調査会）に準ずる。 
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